
第１２７号議案 

 

 

 

   中野区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和７年１１月２５日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整

備する必要がある。 

 



中野区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例 

 

中野区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年

中野区条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」

に改める。 

第１８条第１項中「（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０

７号）第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある一時保護

施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区

域限定保育士。以下同じ。）」を削る。 

第２１条第３号の次に次の１号を加える。 

⑶の２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第５

条の２の８に規定するこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有

する者 

附 則 

この条例中第１３条及び第１８条第１項の改正規定は公布の日から、

その他の規定は令和８年３月１日から施行する。 


